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目
的
と
し
た
公
的
な
年
金
で
あ
る
。

保
険
料
の
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
る
節
税
効
果
な
ど
、
都

市
部
で
も
活
用
で
き
る
担
い
手
支
援

策
と
な
っ
て
い
る
。

　

令
和
８
年
度
の
税
制
改
正
事
項
に

は
、
保
険
料
の
上
限
額
を
現
行
の
月

額
６
万
７
千
円
か
ら
７
万
４
千
円
へ

引
き
上
げ
た
後
も
現
在
の
税
制
上
の

措
置
を
適
用
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
さ
ら
な
る
節
税
効
果
が

見
込
ま
れ
、
よ
り
一
層
周
知
活
動
に

努
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
将
来
の
地
域
農
業
を
担
う

若
手
農
業
者
や
、
重
要
な
担
い
手
で

あ
り
な
が
ら
加
入
率
の
低
い
女
性
農

業
者
へ
の
働
き
か
け
は
依
然
と
し
て

大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

受
給
額
は
加
入
者
が
積
み
立
て
た

保
険
料
と
そ
の
運
用
益
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
が
、
農
業
者
年
金
基
金
の

平
成
14
年
～
令
和
５
年
間
の
平
均
運

用
利
回
り
は
年
率
３
・
０
５
％
と
比

較
的
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

加
え
て
終
身
年
金
で
あ

る
た
め
、
長
期
加
入
を

見
込
め
る
若
者
や
、
65

歳
時
点
の
平
均
余
命
が
男
性
よ
り
約

５
年
長
い
女
性
に
は
大
き
な
利
点
に

な
る
こ
と
か
ら
、
加
入
を
促
す
メ

リ
ッ
ト
と
し
て
提
示
で
き
る
。

　

加
入
推
進
は
短
期
間
で
成
果
が
現

れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
市
町
村
農

業
委
員
会
委
員
、
事
務
局
担
当
者
、

重
点
農
業
委
員
会
加
入
推
進
部
長
に

は
、
農
業
者
が
集
ま
る
座
談
会
な
ど

の
機
会
を
積
極
的
に
活
用
し
、
継
続

的
な
制
度
周
知
と
加
入
推
進
活
動
を

お
願
い
し
た
い
。�

（
林
佑
）

第 ８８４ 号

　

令
和
７
年
度
の
府
内
農
業
者
年
金

新
規
加
入
者
数
は
10
人
と
な
り
、
前

年
度
よ
り
３
人
減
少
と
な
っ
た
。
内

訳
は
八
尾
市
が
３
人
、
柏
原
市
が
２

人
、
岸
和
田
市
、
貝
塚
市
、
東
大
阪

市
、
大
阪
市
、
堺
市
が
各
１
人
。
こ

の
う
ち
20
～
39
歳
（
若
者
）
の
加
入

　

大
阪
府
は
３
月
30

日
、
大
阪
市
内
・
咲

州
庁
舎
で
農
地
法
個

別
テ
ー
マ
別
研
修
会

を
開
催
し
農
委
職
員

ら
が
参
加
し
た
。

テ
ー
マ
と
し
て
大
阪

府
・
大
阪
府
職
員
協

議
会
・
大
阪
府
農
業

会
議
が
協
議
・
検
討

し
改
定
し
た
「
農
地

法
関
係
事
務
処
理
の

手
引
き
」
の
主
な
改

正
内
容
に
つ
い
て
説

明
。

　

農
地
法
第
３
条
の

改
正
内
容
に
つ
い
て

農
業
会
議
の
田
村
主

幹
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

　

手
引
き
の
冒
頭
に
農
地
法
上
の

「
農
地
」
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
を

者
が
５
人
、
女
性
は
２
人
と
な
っ
た
。

節
税
効
果
も
期
待�

効
果
的
な
周
知
活
動
を

　

農
業
者
年
金
制
度
は
、
農
業
者
の

老
後
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上

と
農
業
者
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を

新
た
に
明
記
。
ま
た
、
相
続
や
遺
産

分
割
、
時
効
取
得
等
に
伴
う
法
第
３

条
の
３
の
届
出
に
お
い
て
疑
義
案
件

を
除
き
登
記
事
項
証
明
書
等
の
一
律

提
出
を
求
め
な
い
こ
と
、
国
籍
の
確

認
、
農
地
法
等
そ
の
他
の
農
業
に
関

す
る
法
令
の
遵
守
の
確
認
な
ど
、
前

回
手
引
き
（
令
和
６
年
３
月
）
か
ら

農
地
法
の
改
正
が
あ
っ
た
も
の
や
、

日
ご
ろ
各
農
業
委
員
会
か
ら
質
問
が

寄
せ
ら
れ
て
い
た
内
容
に
つ
い
て
紙

面
の
範
囲
内
で
書
き
込
み
を
し
た
旨

を
説
明
し
た
。

　

続
い
て
、
府
農
政
室
松
田
補
佐
か

ら
は
法
第
４
条
、
５
条
、
18
条
等
に

つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　

特
に
農
地
転
用
で
は
、
立
地
基
準

で
、
農
地
区
分
の
妥
当
性
の
判
断
、

第
１
種
農
地
の
既
存
施
設
拡
張
（
２

分
の
１
を
超
え
な
い
範
囲
）
を
短
期

間
で
繰
り
返
す
案
件
に
は
厳
格
に
対

応
す
る
こ
と
、
ま
た
第
２
種
農
地
の

街
区
の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
詳
細

な
説
明
が
あ
っ
た
。

　

一
般
基
準
で
は
、
農
地
転
用
の
確

実
性
の
判
断
に
お
い
て
、
融
資
（
出

資
）
関
心
（
意
向
）
表
明
書
だ
け
で

は
資
力
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
や
、

農
地
造
成
（
農
地
改
良
）
に
お
い
て

許
可
を
要
し
な
い
要
件
に
盛
土
規
制

法
の
許
可
を
要
す
る
工
事
に
該
当
し

な
い
旨
を
追
記
し
た
こ
と
等
を
説
明

し
た
。

　

最
後
に
、
多
発
す
る
大
規
模
農
地

転
用
案
件
に
対
応
す
る
た
め
「
農
地

転
用
を
伴
う
市
街
化
調
整
区
域
に
お

け
る
地
区
計
画
に
係
る
手
続
き
の
流

れ
に
つ
い
て
（
通
知
）」
に
基
づ
き

農
地
部
局
と
都
市
計
画
部
局
の

チ
ェ
ッ
ク
体
制
・
協
議
の
仕
組
み
に

つ
い
て
説
明
し
た
。
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農地法個別テーマ別研修会農地法個別テーマ別研修会

制度のメリット説明は
こちらから

７
年
度
は
新
た
に
10
人
加
入

�
農
業
者
年
金
加
入
推
進
強
化
を

府内農業者年金新規加入者数推移（属性別）
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